
 

 

仕 様 書 

 

 

 

１ 業 務 名   繁盛店視察プログラムに係る乗車券等の手配業務委託 

 

２ 委 託 内 容   国内移動手段等の手配 

 

３ 委 託 期 間   契約締結日の翌日から平成 30年 2月 28日（水）まで   

 

４ 視 察 先   視察 A ： 石川県   金沢市   

視察 B ： 神奈川県 小田原市    

視察 C ： 神奈川県 川崎市 

 

５ 視 察 行 程   別紙 1-3 行程表のとおり 

 

６ 見積算出方法   別紙 1-1～2 積算根拠、別紙 1-3行程表に基づき見積及び総合計金額を提示すること。 

 費  目 詳    細 

1 鉄道等交通費 

(乗車券・特急券・指定席券) 

視察 A：19名分    

視察 B：手配なし    

視察 C：手配なし 

2 車両チャーター費 

（バス・運転手の手配） 

視察 A：中型バス(金沢市内視察時に使用) 

視察 B：中型バス 

(東京駅から小田原市への移動および小田原市内視察時に使用) 

視察 C：中型バス(東京駅から川崎市へ移動する際に使用) 

3 宿泊費 （宿泊の手配） 視察 A：石川県 金沢市内   

視察 B：神奈川県 小田原市内   

視察 C：手配なし 

4 添乗費 （添乗員の同行） 視察 A～C 全行程に 1名が同行 

 

７ そ の 他 

（１） 別紙行程表に従って手配を行い、提示する資料に基づき詳細なスケジュール表等を作成すること。 

（２） 本事業の実施に際しては適宜打ち合わせを行い、本仕様書の定めに無い事項については、下記担当者と

協議の上、その指示に従うこと。 

（３） 仕様書について疑義が生じた場合については、公社と受注者が協議して定めるものとすること。 

（４） 急な行程変更等が発生した場合、代替便・宿泊先の手配を行うこと。 

 

８ 支 払 方 法  

期間終了後、契約相手方の適法な請求により 30日以内に指定口座へ振り込む。 

 



 

９ 希望申出要件 

下記（1）から（4）の要件をすべて満たす者 

（１） 東京都における平成29・30年度物品買入れ等競争入札参加資格の、営業種目「190・その他の業務委託

等」で登録があること。 

（２） 本委託業務に関し、十分なノウハウを有し、それらを当公社又は官公庁等に対して提供した実績を有し

ている者であること。 

（３） 会社更生法及び民事再生法等による手続きをしていないこと。 

（４） 東京都暴力団排除条例（平成23年3月18日東京都条例第54号）に定める暴力団関係者または、東京都が

東京都契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者（ただ

し、排除措置期間中に限る）でないこと。 

 

10 契約情報の公表 

公益財団法人東京都中小企業振興公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の

公表に関する要綱」に基づき、特定契約（官公庁との契約や競争入札に適さない契約等）のすべて及び契

約金額が 250万円以上の契約案件を以下のとおり公表いたします。 

（１） 公表項目 

契約方法（競争・独占・緊急・少額または特定の区分別）、契約種別（工事・委託・物品等の区分別）、

契約相手方の名称、契約金額 

（２） 公表時期及び手法 

決算の公表に合わせて年 1回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により公表いたします。 

なお、公表の趣旨にご賛同いただけない場合は契約締結後 14 日以内に、文書にて同意しない旨申し出

ることができます。 

 

11  契約事項の遵守・守秘義務 

（１） 本契約業務の実施に当たっては、条例、規則、関係法令を十分に遵守するほか、契約書に記載の事項に

従って  処理すること。 

（２） 本契約業務の履行により知り得た個人情報は公社の保有個人情報であり、その取り扱いについては、別

紙 2「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。 

 

12  暴力団等排除に関する特約条項 

暴力団等排除に関する特約条項については、別紙 3に定めるところによる。 

 

 

 

担    当    ：     公益財団法人 東京都中小企業振興公社 経営戦略課 

 

地域産業振興係   安藤、大野 

 

T    E    L      ：       03  (5822)   7237 

 

 



別紙 1－1 

視察 A  (金沢)： 積算根拠                                                 

NO 経   費 視察 A / 金沢 【平成 29年 11月 24日（金）～平成 29年 11月 25日（土）】 

1 鉄道等交通費 

（公共交通機関利用

券の手配） 

（1）往路  ：  平成 29年 11月 24日（金）   東京駅発⇒金沢駅着 

（2）復路  ：  平成 29年 11月 25日（土）   金沢駅発⇒東京駅着 

（3）数量   ：  19名分 

[備考]  

①同一車両の普通指定席を確保すること。 

②往路は午前 9時半～10時半発、復路は 14時半～15時発の車両を手配すること。 

2 車両チャーター費 

（バス・運転手の手

配・駐車場の確保） 

（1）車両   ：  中型バス 

（2）期間  ：  平成 29年 11月 24日（金） 金沢駅到着後～21:00頃まで 

平成 29年 11月 25日（土） 9:00～金沢駅到着まで 

（3）数量   ：  各日 1台 

[備考] 

①運転手はドライバー経験 3年以上で、かつ十分に道路事情を把握していること。 

②上記期間、1台あたりの利用時間は 1日目を 10時間程、2日目を 5時間程とする。 

③チャーター車両は中型バスとし、1台あたり 25名程度の乗車が可能なものとする。 

④チャーター車両は床下等に荷物室が確保できるものを準備すること。 

⑤視察時に発生する駐車料金等(5ヶ所程度)は本契約に含めるものとする。 

⑥視察先は近江町市場商店街振興組合等の金沢市内の商店街・個店(5ヶ所程度)を予定する。 

3 宿泊費 

（ホテルの手配） 

 

（1）期間  ：   平成 29年 11月 24日（金） 

（2）数量   ：  19名分 

[備考] 

①宿泊場所は全員同じ施設に滞在すること。 

②１名１部屋、インターネット環境がある部屋を手配すること。 

③金沢市の宿泊は「ユニゾイン金沢百万石通り」と同等程度の宿を手配すること。 

④宿泊場所は金沢駅から車移動でおおむね 30 分以内とし、決定の際は事前に公社の意向を十分に

確認し承諾を得ること。 

4 添乗費 

（添乗員の同行） 

（1）期間  ：   平成 29年 11月 24日（金）集合時 ～ 平成 29年 11月 25日（土） 

解散時まで 

（2）数量   ：  1名 

[備考]       添乗員は添乗経験 3年以上の者が同行すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1－2  

視察 B (小田原) ：積算根拠                                                  

NO 経   費 視察 B /小田原 【平成 30年 2月 2日（金）～平成 30年 2月 3日（土）】 

1 車両チャーター費 

（バス・運転手の手

配・駐車場の確保） 

（1）車両   ：  中型バス 

（2）期間   ：  平成 30年 2月 2日（金） 東京駅出発～21:00頃まで 

平成 30年 2月 3日（土）  9:00～東京駅到着まで 

（3）数量   ：  各日 1台 

[備考] 

①運転手はドライバー経験 3年以上で、かつ十分に道路事情を把握していること。 

②上記期間、1台あたりの利用時間は 1日目を 12時間程、2日目を 8時間程とする。 

③チャーター車両は中型バスとし、1台あたり 25名程度の乗車が可能なものとする。 

④チャーター車両は床下等に荷物室が確保できるものを準備すること。 

⑤視察時に発生する駐車料金等(5ヶ所程度)は本契約に含めるものとする。 

⑥視察先は錦通り商店街協同組合等の小田原市内の商店街(5ヶ所程度)・個店を予定する。 

2 宿泊費 

（ホテルの手配） 

 

（1）期間    ：  平成 30年 2月 2日（金）     （2）数量  ：  19名分 

[備考] 

①宿泊場所は全員同じ施設に滞在すること。 

②１名１部屋、インターネット環境がある部屋を手配すること。 

③小田原市の宿泊は「ホテルとざんコンフォート小田原」と同等程度の宿を手配すること。 

④宿泊場所は小田原駅から車移動でおおむね 30 分以内とし、決定の際は事前に公社の意向を十分 

に確認し承諾を得ること。 

3 添乗費 

（添乗員の同行） 

（1）期間   ：   平成 30年 2月 2日（金）集合時 ～ 平成 30年 2月 3日（土）解散時まで 

（2）数量   ：   1名 

[備考]   添乗員は添乗経験 3年以上の者が同行すること。 

 

 

視察 C (川崎) ：積算根拠                                                         

NO 経   費 視察 C /川崎 【平成 30年 2月 9日（金）】 

1 車両チャーター費 

（バス・運転手の手

配・駐車場の確保） 

（1）車両    ：  中型バス 

（2）期間   ：  平成 30年 2月 9日（金） 東京駅出発～東京駅到着まで 

（3）数量    ：  1台 

[備考] 

①運転手はドライバー経験 3年以上で、かつ十分に道路事情を把握していること。 

②上記期間、1台あたりの利用時間は 10時間程とする。 

③チャーター車両は中型バスとし、1台あたり 25名程度の乗車が可能なものとする。 

④視察時に発生する駐車料金等は本契約に含めるものとする。 

⑤視察先はモトスミ・ブレーメン通り商店街等の川崎市内の商店街・個店を予定する。 

2 添乗費 

（添乗員の同行） 

（1）期間   ：  平成 30年 2月 9日（金）集合時 ～ 解散時まで 

（2）数量    ：  1名 

[備考]   添乗員は添乗経験 3年以上の者が同行すること。 

 

 



別紙 1－3 

 

視察 A ： 行程表                                                   

視
察
Ａ 

 
 
(
 

金 
 

沢 )
 
 
 

一
泊
二
日 

移動時間 (予定) 工   程   詳  細 

9：30 - 12:30 

12:45 

 

15:45 

17:00 

18:30 

21:00 

東京駅に集合し新幹線にて金沢駅へ移動 

バスで金沢地区内を移動 

昼食・繁盛店視察 ： 石引商店街振興組合等の金沢市内の商店街・個店を視察(3カ所程度を予定)  

ホテルへ移動しチェックイン 

商店街会議室等へ移動し座学研修(１H～1.5Hを予定) 場所：金沢市内の商店街事務所等 

夕食(繁盛店視察を兼ねる) 場所：金沢市内商店街の個店を予定 

ホテル着 

10:00 

10:15 

11:30 

13:15 

13:50 - 16:30 

ホテル発 バスにて金沢地区内を移動 

繁盛店視察： 近江町市場商店街振興組合等の金沢市内の商店街・個店を視察 (２カ所程度を予定)  

昼食(繁盛店視察等を兼ねる)  場所：金沢市内商店街の個店を予定 

バスにて金沢駅へ移動 

金沢駅に移動し新幹線にて東京駅へ移動 

 

視察 B ： 行程表                                                               

視
察
Ｂ 

 
 
(
 

小 

田 

原 )
 
 
 

一
泊
二
日 

移動時間 (予定) 工   程   詳  細 

9：30 - 12:30 

11:15 

12:00 

16:00 

17:00 

18:30 

21:00 

東京駅に集合しバスで小田原方面へ移動   

昼食・繁盛店視察 ： 錦通り商店街協同組合等の小田原駅周辺の商店街・個店を視察 

(3カ所程度を予定) 

ホテルへ移動しチェックイン 

商店街会議室等へ移動し座学研修(１H～1.5Hを予定) 

夕食(繁盛店視察を兼ねる) 場所：小田原市内商店街の個店を予定 

ホテル着 

9:30 

9:45 

11:30 

13:15 - 15:00 

 15:00 - 16:00 

ホテル発 バスにて小田原市内を移動 

繁盛店視察 ： お堀端商店街振興組合等の小田原市内の商店街・個店を視察 (2カ所程度を予定) 

昼食(繁盛店視察等を兼ねる)  場所：金沢市内商店街の個店を予定 

バスにて厚木方面へ移動し厚木駅周辺の商店街・個店を視察 (1カ所程度を予定) 

バスで移動し東京駅へ 

 

視察 C ： 行程表                                                               

視
察
Ｃ(

川
崎)

 

日
帰
り 

移動時間 (予定) 工   程   詳  細 

9:30 - 10:30 

10:45 - 15:45 

 

     

17:30 - 18:30 

東京駅に集合しバスで川崎方面へ移動 

モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合へ到着し商店街事務所等へ移動、その後視察 

昼食・繁盛店視察 ： モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合(3カ所程度を予定) 

※繁盛店視察場所は全てモトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合内を予定 

バスで移動し東京駅へ 

 


